
「住んでいて　　　  
よかった街大田区」
   を目指して
第4回定例会第4回定例会第4回定例会

　11月26日から12月7日までの会期で大田区議会第4回定例会が開催されました。代表質問
には大橋武司議員が登壇し、｢防災・減災対策、国土強靭化｣｢区内産業発展と医工連携｣｢観光
マーケティング調査を活かした今後の観光戦略｣｢大森ふるさとの浜辺公園の周辺整備｣｢シニ
アの生きがい、生涯現役社会に向けた社会参加推進事業｣｢障がい児者への切れ目の無い支
援｣｢区制70周年記念事業の取り組み｣について、一般質問には椿真一議員が｢貧困の連鎖を
断つ子どもの教育と保護者支援｣｢大田における創エネと省エネ｣、勝亦聡議員が｢区設置の
AED(自動体外式除細動器)の24時間使用可能化｣｢ふるさと納税利用で大田区の名産品の

区内外アピール｣｢がんと闘っている人への医療用
のカツラ購入費の一部助成支援｣について質問、
提案、要望いたしました。
　また、定例会最終日には、全国初の実施となる民
泊を認める条例の採決において、大田区議会公明
党幹事長の岡元由美議員が討論を行いました。
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一般会計補正予算の可決により、1,500万円の予算増額が決定！
ご好評により9月で締め切られていた住宅リフォーム助成事業が再開されることになりました。

住宅リフォーム助成の問合せ先　建築調整課住宅担当 電話：03-5744-1343

民泊を認める条例が可決！
（大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例） 

空き家やマンションの空き部屋などを宿泊施設として提供する「民泊」を認める条例です。
この条例では、①滞在期間は７日以上、②区が必要に応じて施設に立ち入り調査ができること、

③近隣住民に事前周知することが定められました。 本年より、全国に先駆けて条例に基づいた民泊が始まる見通しです。

第４回定例会で可決した主な議案

　大田区は、ホテルや旅館の客室稼働率が90%を超えて慢
性的な宿泊施設不足の状態であり、国内のビジネスマンがホ
テルを取れない経済のデメリットもある。安心・安全な民泊施
設の整備は、安い宿泊費で長期滞在し、日本の日常生活を体
験したいという訪日観光客の宿泊先とのすみわけになる。6
万戸の空き家のうち、優良な空き家が民泊という形で有効活
用されることも期待できる。7日以上の宿泊期間が厳守され
るか懸念もあるので、第三者が介在する仕組みとして、ホテル

や旅館組合との連携や観光情報センターにフロント機能を持
たせることも有効だと考える。ここで観光情報を発信し、観光
スポット、飲食店等へ誘導することで、大田区の魅力を知って
頂き、区内経済の活性化にも繋がるのではないか。
　一方で、苦情があった場合、すぐに現場に駆け付けられる体
制等、近隣住民の住環境を損わないよう、適正な条例、規則の
運用を要望し、全国初の条例が他自治体の模範となることを
期待し賛成討論とする。

条例の採決における大田区議会公明党の賛成討論(要旨)

■可決成立により、下記意見書を提出
　テロ行為に対しては、世界の国々が力を合わせて立ち向かっ
ており、我が国も国際社会の一員としてその根絶に向けた取組
を進めている。
　しかしながら、先般フランスの首都であるパリでは、一連の
テロ行為により多数の死傷者が生じるなど、今日も世界各国に
とってテロは継続した脅威である。このような無差別に殺りく
を行うテロ行為は、いかなる理由や目的によっても正当化され
るものではなく、我が国はテロを非難するとともに、決してテロ
を許さない姿勢を堅持していかなければならない。
　大田区は日本の空の玄関口である羽田空港を抱えており、
テロリストの標的になる可能性を否定することはできない。
2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催を控え、羽田
空港には国内外を問わず多数の利用者が訪れることとなり、区

民はもとより国内外からの来訪者の安全と安心を確保するこ
とは何よりも優先されるべきことである。政府においては、国
際テロ情報収集ユニットの新設などの新たな対策に取り組ん
でいるが、より一層の具体性ある対策の検討、実行は喫緊の課
題である。
　よって、大田区議会は、国会及び政府に対し、国際社会情勢
の変化に常に対応すべく、テロ対策の不断の見直しを行うとと
もに、さらなる対策の強化・充実を早急に実現するよう強く求め
る。
　以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
　平成27年12月7日
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、法務大臣、
外務大臣、国土交通大臣、防衛大臣、国家公安委員会委員長 宛

大田区議会議長

議員提出第18号議案  テロ対策の強化・充実を求める意見書


